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令和4年6月17日改正・公布

参考資料２



住宅・建築物の省エネ（建築物省エネ法による対策）

【現行（令和3年4月1日施行）】

建築物
（非住宅）

住宅

大規模
（2,000㎡以上） 適合義務

届出義務
【基準に適合せず、
必要と認める場合、
指示・命令等】

中規模
（300㎡以上
2,000㎡未満）

適合義務

小規模
（300㎡未満）

努力義務
【省エネ基準適合】

＋
建築士から建築主
への説明義務

努力義務
【省エネ基準適合】

＋
建築士から建築主
への説明義務

【2024年～2026年】

建築物
（非住宅）

住宅

適合義務

2024年までに
基準の引き上げ

(省エネ基準より▲20％) 2025年までに

適合義務
適合義務

2026年までに
基準の引き上げ

(省エネ基準より▲20％)

2025年までに

適合義務
2025年までに

適合義務

⚫ 建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）では、規模に応じて、断熱性能
やエネルギー消費性能に関する省エネ基準への適合義務、省エネ性能の届出義務、努力義務などを課
している。

⚫ 第６次エネルギー基本計画の2030年目標の達成に向け、同法の改正（令和4年6月13日成立）に
より、適合義務の範囲を拡大するとともに、基準の引き上げを行う。

⚫ 支援措置と組み合わせつつ、省エネ住宅・建築物の普及を推進していく。

2※2030年までに省エネ基準を更に引き上げ



対象事業者 目標年度
トップランナー基準

外皮※1 一次エネルギー消費量※2

注文戸建住宅 年間300戸以上供給 2024年度

建築物省エネ法に
定める基準に適合

建築物省エネ法に定める基準※3

に比べて25%削減
※当面の間は20%削減

賃貸アパート 年間1,000戸以上供給 2024年度
建築物省エネ法に定める基準※3

に比べて10%削減

建売戸建住宅 年間150戸以上供給 2020年度
建築物省エネ法に定める基準※3

に比べて15%削減

（新）
分譲マンション

年間1,000戸以上供給
（政令により規定）

2026年度
（省令）

建築物省エネ法に
定める誘導基準に適合

（省令）

建築物省エネ法に定める基準※3

に比べて20%削減程度
（省令）
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⚫ 建築物省エネ法の改正により、従来の建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパートの基
準に加えて、分譲マンションが新たにトップランナー基準の対象として追加される。

⚫ 目標年度、TR基準については、令和4年6月29日、7月11日開催予定の国土交通省と
の合同審議会にて議論予定。

※1 各年度に供給する全ての住宅に対して求める水準
※2 各年度に供給する全ての住宅の平均に対して求める水準
※3 その他一次エネルギー消費量を除く

建築物に係るトップランナー制度対象拡大


